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（1）給水区域と水源		 	

　本市は、市の中心を流れる旭川、東部を流れる吉井川を主な水源に、市域のほぼ全域に
あたる約750km2（政令市では最大の広さ）に水道水を届けています。明治38年（1905）
の通水開始時には約2万3千人だった給水人口も、市域の拡張等に伴い、現在約70万人ま
でに増え、水道の普及率は99.8％（平成27年度末）となっています。

（2）岡山市水道の特性  

　本市の水道水は、表流水、伏流水※、地下水といった多様な水源からなっています。上
流域に汚染源が少ないため、水質は比較的良好です。また、緩速ろ過、急速ろ過、地下水
の取水など様々な方法で水道水をつくっています。
　広範な給水区域をカバーするため、市内には9か所の浄水場、88か所の配水場（153
の配水池）、94か所のポンプ場が点在しているほか、配水管延長は4,333km（平成27年
度末）に達するなど、多くの水道施設を保持しています。
　本市の特徴として、「給水区域が広い」ほか、「市域の半分が山間部」、「水道施設の分散」
などが挙げられ、都市部の水道施設に比べ、地理的状況などから維持管理にコストがかか
る事業形態となっています。

第2章  現況と環境の変化

1．水道事業の現況

※	 伏流水
河川水のうち、河道に沿って流れる表流水とは別に、河床や旧河道などに形成された砂利層を潜流
となって流れる水

　なお、本市の水道施設は、創設当初の各施設が残されており、しかも現役で稼動してい
ることから、平成17年に三野浄水場緩速ろ過池や半田山配水池など10か所が登録有形文
化財に登録されています。

今なお稼働する三野浄水場の緩速ろ過池 半田山植物園中腹に3池ある半田山配水池
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岡山駅

大内浄水場

西祖配水場

坂根配水場

久保配水場

操山配水場

旭東浄水場

山浦浄水場

牟佐浄水場

宇垣浄水場

紙工浄水場

川口浄水場

川口配水場

三野浄水場

山南配水場

西大寺配水場

東岡山配水場
半田山配水場

西辛川配水場

津高配水場

横井配水場

矢原配水場

矢原浄水場
北水道事業所

建部配水場

佐山配水場

吉備津配水場

矢坂山配水場

足守第2配水場

日応寺配水場

富山配水場

給水工事センター

妹尾配水場

大内田配水場

西水道センター

甲浦配水場

灘崎西配水場

児島湖

児島湾
笹
ヶ
瀬
川

旭
川

百
間
川

吉
井
川

水道局
お客様センター
中水道センター

東水道センター

三野浄水場
旭東浄水場
山浦浄水場
牟佐浄水場
矢原浄水場
紙工浄水場
宇垣浄水場
大内浄水場
川口浄水場
岡山県広域水道企業団
岡山県南部水道企業団

送水範囲
み の

きょくとう

やま　うら

む さ

や  ばら

し  とり

う  がき

おお   ち

かわ ぐち

指標名 岡山市の値 政令市平均値 順位
給水区域面積（km2） 750.24 324.79 1 
給水人口（人） 705,474 1,433,762 16 
配水管延長（km） 4,333 4,477 8 

※総務省「決算統計」から。県営水道の千葉市、相模原市を除く政令市18都市の平均値
及び順位

岡山市の特性 （平成27年度末）

給水区域と主な
浄水・配水施設
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（3）水道事業ガイドライン指標値からみた現況		 	

　水道事業ガイドラインは、平成17年に（社）日本水道協会規格として制定された全国
共通指標です。水道サービスの目標となる「安心」、「安定」、「持続」、「環境」、「管理」、「国
際」の6つの視点から137項目の事業内容を数値化しています。各事業体は、事業の取組
成果、他事業体との比較など客観的でわかりやすい情報提供に向けてガイドライン指標値
の算出、公表に取り組んでいます。
　以下の表は、平成26年度の本市におけるガイドライン指標値を、アクアプラン2007
策定時の平成19年度と比較したものと、平成26年度の政令市18都市の平均値（県営水
道の千葉市、相模原市を除く。）と比較したものです。

視　　　　　点
年度比較 政令市比較

平成19年度
より上昇

平成19年度
より下降

平均より
上

平均より
下

安心：水資源の保全、水源から給水栓までの
　　　水質管理
　　　ex.自己保有水源率、おいしい水達成率

12項目 4項目 6項目 12項目

安定：安定した水道水の供給、将来への備え、
　　　リスクの管理
　　　ex.管路の更新率、各水道施設の耐震化率

16項目 6項目 8項目 16項目

持続：経営基盤の強化、水道文化・技術の継承、
　　　お客さまニーズの把握
　　　ex.収支比率、水道施設見学者割合

21項目 10項目 21項目 17項目

環境：地球温暖化防止・環境保全などの推進
　　　ex.電力消費量、浄水発生土の有効利用率

4項目 1項目 4項目 2項目

管理：水道事業運営の適正な実行・維持管理
　　　ex.点検実施率、漏水率

8項目 7項目 6項目 12項目

国際：技術・経験の海外移転による国際貢献、
　　　国際交流
　　　ex.国際技術等協力度

0項目 2項目 0項目 2項目

※数値評価が困難な項目は除く。また、年度比較は平成19年度と平成26年度の値が同じもの、政令市
比較は平均値と同じものは除いているため、それぞれの項目数の合計は一致しない。
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◎年度比較
　平成19年度より上昇した項目としては、「安心」の視点で「カビ臭から見たお
いしい水達成率」、「安定」の視点で「浄水施設耐震率」、「ポンプ所耐震施設率」、

「配水池耐震施設率」などがあり、平成19年度より下降した項目としては、「安定」
の視点で「経年化管路率」、「持続」の視点で「営業収支比率」などがあります。
　傾向としては、給水収益の減少によって一部財務指標が低下したことなどから、

「持続」の視点で平成19年度より下降した項目がやや目立つものの、全体として
は概ね順調に推移しています。

◎政令市比較
　平均より上の項目としては、「安定」の視点で「自家用発電設備容量率」、「持
続」の視点で「給水収益に対する企業債残高の割合」などがあり、平均より下の
項目としては、「安定」の視点で「浄水施設耐震率」、「ポンプ所耐震施設率」、「配
水池耐震施設率」などがあります。
　全体的には「安心」、「安定」、「管理」、「国際」の視点で平均値以下の項目が多
くなっています。他都市との比較に際しては、事業規模、地形、水源、浄水場の
有無などの事業背景が異なるため単純な比較はできませんが、水道施設・管路の
更新や耐震化など災害等に強い安定した水道づくり、管路や給水装置等の適正な
維持管理に向けた取組など、より一層強化する必要があるといえます。

分析結果
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（4）水道料金		 	

　本市の水道料金は、1か月の使用水量20m3で2,516円で、政令市18都市で比較すると、
低い方から10番目、金額としては平均（2,601円）よりやや低い水準にあります。また、
県内15市中では、低い方から3番目となっています（平成28年4月1日現在）。

0 1,000 2,000 3,000 4,000（円）

札幌市

仙台市

さいたま市

京都市

福岡市

横浜市

熊本市

神戸市

岡山市

堺市

新潟市

名古屋市

広島市

川崎市

静岡市

北九州市

浜松市

大阪市

10m3平均  1,074円 20m3平均  2,601円

（金額は税込み）

使用水量20m3

使用水量10m3

1,425 3,585

1,490 3,488

1,339 3,229

1,047 2,959

1,101 2,775

946 2,652

1,134 2,592

950 2,516

1,047 2,516

1,134 2,484

1,350 2,451

718 2,381

874 2,354

777 2,278

1,050 2,210

842 2,160

1,080 2,116

1,026 2,073

政令市水道料金比較表
料金は、1か月・口径13mm
平成28年4月1日現在
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県内市別水道料金比較表
料金は、1か月・口径13mm

20m3使用時
平成28年4月1日現在

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

真庭市

笠岡市

美作市

瀬戸内市

新見市

赤磐市

津山市

浅口市

高梁市

井原市

備前市

総社市

岡山市

玉野市

倉敷市

4,212

4,244（作東地区）4,028（美作地区）

4,190

3,693

3,672

3,666

3,510

3,110

3,080

3,024

2,721

2,700

2,516

2,138

1,879

（金額は税込み）

（円）



12

第
2
章
現
況
と
環
境
の
変
化

（1）岡山市の人口動向		 	

　本市の人口は、現状では緩やかに増加しているものの、上昇幅は鈍化傾向にあります。
今後の動向としては、少子化の更なる進展などから、平成32年の72万3千人をピークに
減少に転じると想定されており、人口減少に伴う更なる水需要の減少を見据えて事業のあ
り方を検討する必要があります。

2．水道事業に影響を及ぼす環境要因

（2）東日本大震災、熊本地震の発生  

　平成23年3月の東日本大震災では、東北地
方を中心に19都道県約257万世帯で断水し
ました。地震発生の翌日には、仙台市に職員
を派遣し応急給水に従事したほか、平成25
年4月からは、復興支援を目的に職員を気仙
沼市へ長期派遣しています。
　また、平成28年4月の熊本地震では、九州
地方の7県約45万世帯で断水しました。熊本
市、阿蘇市に職員を派遣し、応急給水、応急
復旧に従事しました。

650,000

660,000

670,000

680,000

690,000

700,000

710,000

720,000

730,000

674,375

696,172

709,584

719,474
723,000 722,000

718,000

709,000

697,000

683,000

平成12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 （年）

実績 推計

（人）

本市の将来人口推計

熊本市での応急給水活動
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　これらの大規模災害は、全国の事業体が応急給水、応急復旧に駆けつけましたが、命の
源となる水の大切さを再認識する契機となりました。
　南海トラフ巨大地震の発生も懸念される中、未曾有の被害を踏まえた災害対策の推進は、
本市にとっても喫緊の課題となっています。

（3）岡山市第六次総合計画		長期構想　  

　本市では、平成28年に、時代の変化やニーズ、市民の課題意識を踏まえ、さらなる発
展と市民の満足度の向上を目指し、都市づくりの基本目標として「未来へ躍動する　桃太
郎のまち岡山」を掲げた岡山市第六次総合計画  長期構想を策定しました。この計画の中
では、「中四国をリードし、活力と創造性あふれる経済・交流都市」、「誰もがあこがれる
充実の子育て・教育都市」、「全国に誇る、傑出した安心を築く健康福祉・環境都市」の3
つの将来都市像を定め、その実現に向け、「都市づくりの10の基本方向」を示しています。
　水道局としても、ライフラインの整備・管理など、基本方向の一つである「地域の力を
いかした災害に強く安全・安心なまちづくり」の実現に向けた事業運営を進めていきます。

（4）新水道ビジョン　  

　厚生労働省では、「人口減少社会の本格的な到来」、「東日本大震災の経験」といった環
境変化を踏まえ、これまでの水道ビジョンを見直し、平成25年3月に新たなビジョンを
策定・公表しました。これまでの「安心」、「安定」、「持続」、「国際」、「環境」という5つ
の政策目標を「安全」、「強靭」、「持続」の3つに集約するなど、よりお客さまの視点に立っ
て地に足のついた事業運営を促すビジョンとなっています。

持続

強靭 安全
［強靭な水道］
自然災害等による被災
を最小限にとどめ、被
災した場合であって
も、迅速に復旧できる
しなやかな水道

［安全な水道］
全ての国民が、いつで
もどこでも、水をおい
しく飲める水道

［水道サービスの持続］
給水人口や給水量が減少した
状況においても、健全かつ安
定的な事業運営が可能な水道

50年後、100年後を見据えた
水道の理想像を提示し、関係者間で認識を共有

出典：厚生労働省「新水道ビジョン」

水道の理想像
▪時代や環境の変化に対して的確に対応しつつ、水質基準に適合した水が、
必要な量、いつでも、どこでも、誰でも、合理的な対価をもって、持続
的に受け取ることが可能な水道
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（5）水道事業の動向		 	

　全国の水道普及率は、平成26年度末時点で約98％に達しており、全国的に見ても拡張
の時代から維持管理の時代へ移行しています。水道事業を取り巻く環境についても、本市
と同様、少子化に伴う人口減少、老朽化した水道施設の更新など、事業を運営していく上
で多くの課題を抱えています。
　これらの課題に対応するため、国は、経営基盤強化の取組として「広域連携」、「官民連
携」を推進するよう都道府県や水道事業体に要請しています。
　加えて、健全な水循環形成を図る上での国や自治体への責務が記された水循環基本法※

の制定、民間の企業会計基準に沿って経営状態を適切に表すことなどを目的に46年ぶり
の大改正となった地方公営企業会計制度など、新制度への対応も求められています。

※	 水循環基本法（平成26年7月1日施行）
健全な水循環の形成を図るため、河川の水量・水質保全のみならず森林や生態系の保全など、様々
な分野にまたがる水行政を包括的に推進していくための基本的指針。水は国民共有の貴重な財産で
あり、公共性の高いものであることなどが定められている。

水源・ダム

ポンプ場

浄水場

配水池

水道施設・管路の更新需要
《施設の更新》

技術力確保・継承
《職員研修》

施設・管路耐震化
《耐震管の布設》

水源保全活動
《水源林事業》 若年層等への啓発

《出前講座》

水道局の取組



15

第
2
章
現
況
と
環
境
の
変
化

　お客さまニーズを把握し事業運営の参考とするため、4 ～ 5年に1度アンケート調査「岡
山市水道に関する意識調査」を実施しています。平成26年度に実施したアンケート結果
から見えてくるお客さまニーズの特徴や傾向は以下のとおりです。

（1）お客さまが重視している項目		 	

　事業の重要度・満足度から見ると、安全でおいしい水を送る、水道の水源を守る、と
いった「安全性」、水道を安定的に供給する、災害に強い水道をつくる、といった「安定性」
へのニーズが特に高くなっています。満足度の高さについては、浄水施設・設備の更新な
どハード面から、お客さまへの広報といったソフト面まで複合的に影響した結果と推測さ
れます。今後も引き続き、「安全でおいしい水の安定供給」を目指していくことが求めら
れているといえます。

3．お客さまニーズ

4.8
4.8

4.6

4.5

4.2

3.7

4.6

4.6

4.5

4.2

3.7

4.6

3.4

4.2
2 4

①安全でおいしい水を送る

②水道を安定的に供給する

③災害に強い水道をつくる

④経営の効率化に努める

⑤サービスの向上に努める

⑥十分な広報、情報提供を行う

⑦水道の水源を守る

⑧国際協力を推進する（平成26年度のみ）

⑨省エネルギーを推進する（平成26年度のみ）

平成22年 平成26年

3.9
3.9

4.0
4.0

3.7

3.4

3.1

3.3

3.2

3.5

3.5

3.2

3.4

3.3

3.5

3.2

3.3
2 4

①安全でおいしい水を送る

②水道を安定的に供給する

③災害に強い水道をつくる

④経営の効率化に努める

⑤サービスの向上に努める

⑥十分な広報、情報提供を行う

⑦水道の水源を守る

⑧国際協力を推進する（平成26年度のみ）

⑨省エネルギーを推進する（平成26年度のみ）

平成22年度 平成26年度

3.8

事業活動・サービスの重要度、満足度について（5点満点）

4.0
4.0

3.7

3.4

3.1

3.3

3.2

3.5

3.5

3.2

3.4

3.3

3.5

3.2

3.3
2 4

①安全でおいしい水を送る

②水道を安定的に供給する

③災害に強い水道をつくる

④経営の効率化に努める

⑤サービスの向上に努める

⑥十分な広報、情報提供を行う

⑦水道の水源を守る

⑧国際協力を推進する（平成26年度のみ）

⑨省エネルギーを推進する（平成26年度のみ）

平成22年度 平成26年度

3.8

重要度

満足度
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第
2
章
現
況
と
環
境
の
変
化

　これら本市水道事業を取り巻く環境、お客さまのご意見などを
踏まえた上で、将来に渡って「ゆるぎない安心と信頼」の得られ
る水道水をお届けできるように、アクアプラン2017では長期的
な視点に立ったビジョンを示していきます。

（2）お客さまが求めている情報		 	

　東日本大震災の発生などもあり、災害時などの応急給水対策が最も高くなっています。
その他上位項目を見ると、水源や料金についてなど、水の安全性を除くと相対的に事業の
満足度の高くない項目が上位となっている傾向があります。

（％）

20

30

40

50

60

災
害
時
な
ど
の

応
急
給
水
対
策

水
道
水
の

分
析
結
果
や
安
全
性

水
道
の
使
用
に
関
す
る

困
っ
た
時
の
Ｑ
＆
Ａ

他
都
市
と
の

水
道
料
金
比
較

河
川
や
ダ
ム
な
ど
の

水
量
や
水
質

56.3
54.3

50.2

34.9
32.7




